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仙台市政だより　令和７年（2025年） ４月号

この特集に関するお問い合わせは、宅地保全課☎214･8450、FAX214･8598

　規制区域内で新たに一定規模を超えて土地（宅地、森林、農地
など）を盛り土・切り土する行為や一時的に土砂を仮置きする行
為は、工事主による許可申請または届け出が必要です。

盛
り
土
な
ど
に
よ
る
災
害
か
ら

生
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に

　
盛
り
土
は
、
土
地
を
造
成
す
る
際
や

一
時
的
に
土
砂
を
仮
置
き
す
る
際
な
ど

に
土
を
盛
る
こ
と
を
い
い
、
適
切
に
管

理
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
令
和
３

年
７
月
、
静
岡
県
熱
海
市
で
、
大
雨
に

伴
う
盛
り
土
の
崩
落
に
よ
り
大
規
模
な

土
石
流
が
発
生
し
、
甚
大
な
人
的
・
物

的
被
害
が
生
じ
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
、
危
険
な
盛
り
土
な
ど

を
規
制
す
る
た
め
、
令
和
５
年
５
月
に

「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

（
盛
土
規
制
法
）」
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
同
法
で
は
、
規
制
区
域
内
で
一
定

規
模
を
超
え
て
盛
り
土
な
ど
を
行
う
場

合
に
許
可
や
届
け
出
が
必
要
と
な
る
こ

と
な
ど
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
本
市
で
は
同
法
に
基
づ
き
、
市
内
の

規
制
区
域
を
検
討
。
盛
り
土
の
崩
落
な

ど
に
よ
る
危
害
か
ら
市
民
の
生
命
お
よ

び
財
産
を
守
る
た
め
、
市
内
全
域
を

「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
」
ま
た

は
「
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
」
の
い
ず

れ
か
の
区
域
に
指
定
す
る
こ
と
と
し

（
上
図
参
照
）、
５
月
23
日
か
ら
運
用

を
開
始
し
ま
す
。

大倉ダム作並駅

●

愛子駅

秋保総合支所

●
泉岳自然ふれあい館

仙台駅

東北
本線
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泉区役所
●

震災遺構
仙台市立荒浜小学校

●

仙山線

太白区役所
●

東
北
自
動
車
道

※許可・届け出が必要な盛り土などの規模は、規制区域により異なり
ます。また、道路、公園、河川などの公共施設用地内は規制の対象外
となります。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わ
せください

盛
土
規
制
法

盛
土
規
制
法
の
運
用
開
始

盛
り
土
な
ど
を
行
う
場
合
は
許
可
・
届
け
出
が
必
要
で
す

規制区域内（市内全域）で必要なこと

仙台市の宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域図仙台市の宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域図

　盛り土などで許可が必要な場合は、許可前に周
辺住民へ周知することや、不法に行われた盛り土
などではないことを明確にするため、工事現場に
標識を掲示することが工事主に求められます。

　規制区域指定前に盛り土などが行われた土
地も含めて、土地所有者などは常時安全な状
態を維持する責務があります。
　災害防止のため必要な場合には、土地所有
者のほか、盛り土を行った工事主や工事施工
者、過去の土地所有者などにも改善命令など
が行われます。

Q＆A

許可を受けていない盛り土工事は、
どのように見分けられますか？
　許可された工事は市ホームページで公表
し、工事中は現場に標識が掲示されます。
ただし、工事の規模などによっては許可対
象外の場合もあります。なお、気になる盛
り土などがあればお問い合わせください。

違反した場合の罰則はありますか？
　無許可で盛り土などを行った場合、個人
は懲役（最大３年）・罰金（最大1,000万円）、
法人は罰金（最大３億円）が科されます。

盛り土・切り土 土砂の仮置き

宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、
盛り土などが行われれば、人
家などに危害を及ぼしうるエ
リア

市街地や集落などから離れて
いるものの、地形などの条件
から盛り土などが行われれば
人家などに危害を及ぼしうる
エリアなど

特定盛土等規制区域

工事主 事前の許可・届け出

工事主 周知の徹底

適切な土地の管理土地所
有者等

※区域は市ホームページで
ご確認いただけます

23日
５月


